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中

津

藩

の

研

究
ー

福

沢

諭

吉
ー

檎

指

フじ

士
口

福
沢
諭
吉
は
明
治
維
新
の
重
要
な
一
部
分
を
構
成
す
る
人
物
で
あ
っ
て
、
現
在
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
維
新
再
評
価
が
や
が
て
一
つ
の
結
論
を
導

き
出
し
た
後
に
於
い
て
も
、
近
代
思
組
の
担
い
手
と
し
て
の
彼
の
位
置
が
大
幅
に
移
動
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
の
最
大
の
理
由
は
彼
が
既
に
若
年
の
頃
か
ら
幕
藩
体
制
か
ら
の
自
由
を
確
実
に
手
の
中
に
握
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
れ
の
本
質
を
形

造
る
こ
の
特
異
性
は
何
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

福
沢
は
如
何
に
も
明
治
人
ら
し
き
愛
国
者
で
あ
る
と
共
に
愛
郷
者
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
多
く
の
例
証
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

し
か
し
事
実
に
於
い
て
は
そ
の
少
青
年
時
代
を
送
っ
た
中
津
藩
の
環
境
と
反
援
す
る
の
が
彼
れ
の
出
発
点
で
あ
り
、
自
か
ら
の
置
か
れ
て
い

た
現
代
を
否
定
す
る
こ
と
が
彼
れ
の
歴
史
的
役
割
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
時
、
福
沢
を
主
み
出
し
た
直
接
の
母
胎
た
る
中
津
藩
の
実
態
を
知
る

必
要
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

安
政
元
年
福
沢
は
兄
に
従
っ
て
長
崎
に
赴
く
の
で
あ
る
が
、
彼
れ
は
当
時
を
回
顧
し
て

「
こ
ん
な
処
に
誰
れ
が
い
る
も
の
か
、

一
度
出
た
ら
ば
鉄
砲
玉
で
再
び
帰
っ
て
来
は
し
な
い
ぞ
、

今
日
こ
そ
宜
い
心
地
だ
と
独
り
心
で
喜

ぴ
、
後
向
い
て
睡
し
て
楓
々
と
足
早
に
か
け
出
し
た
の
は
今
で
も
覚
え
て
い
る
」

と
語
っ
て
い
る
。
彼
れ
の
故
郷
は
忌
で
忌
で
堪
ら
ぬ
窮
屈
な
田
舎
で
み
り
其
処
に
は
振
り
捨
て
て
少
し
の
未
棟
の
な
い
小
封
建
都
市
の
生
活

中
津
諸
問
の
研
究
（
檎
垣
）
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が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

乙
の
時
期
に
於
け
る
福
沢
は
何
処
の
城
下
町
に
も
見
ら
れ
た
沈
滞
し
た
社
会
に
対
し
て
背
を
向
け
た
丈
け
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
或
い
は

特
に
中
津
に
存
在
し
た
更
に
根
の
深
い
何
物
か
が
彼
の
憎
悪
を
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
観
点
に
立
っ
て
幕
藩
体
制
末
期
を
中
心
と
し
て
中
津
藩
の
政
治
の
実
体
を
研
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

奥

平

昌

高

奥
平
昌
高
は
歴
代
藩
主
中
出
色
の
人
物
で
、
彼
れ
の
時
代
は
中
津
藩
が
最
も
学
問
的
に
昂
揚
し
た
時
代
で
あ
り
、
文
佑
的
君
主
と
し
て
そ
の

名
は
全
国
に
知
ら
れ
た
。

島
津
童
豪
の
ニ
子
で
豪
放
澗
達
を
以
て
聞
こ
え
シ

l
ボ
ル
ト
と
も
親
交
が
あ
り
、
進
歩
的
に
し
て
教
養
あ
る
君
主
で
あ
っ
た
が
、
史
家
は
何

れ
も
そ
の
者
修
逸
楽
の
生
活
と
そ
の
治
下
に
あ
っ
た
領
民
の
困
窮
と
を
併
せ
伝
え
て
い
る
。

た
ま
た
ま
園
高
と
側
近
と
の
聞
に
交
わ
さ
れ
た
書
状
若
干
を
得
た
の
で
左
に
掲
げ
る
。

「
鳥
渡
と
申
入
れ
候
誠
に
此
の
節
大
指
支
え
に
て
大
難
渋
候
へ
共
、
表
方
も
大
指
支
え
の
事
ゆ
え
何
と
も
申
し
兼
ね
候
へ
共
、
誠
に
誠
に
難

渋
致
し
候
問
、
出
来
る
程
少
々
に
で
も
急
ぎ
候
間
ふ
h
か
え
相
渡
り
候
様
頼
み
申
し
候
、
此
節
皆
々
初
め
元
締
気
の
毒
に
↑
仔
じ
侠
得
共
、
誠

に
指
支
え
侯
ゆ
え
ち
ょ
っ
と
申
入
れ
候
以
上

十
六
日
」

「
鳥
渡
申
入
候
極
難
渋
致
候
間
何
卒
少
々
雑
用
相
渡
り
侯
様
致
度
寄
し
候
。
借
用
ハ
如
何
御
座
候
ゃ
、
誠
日
合
無
之
大
心
配
致
候
。
此
段
用

事
申
入
候
か
し
く

極
月
十
七
日
」



「
鳥
渡
申
入
候
。
月
々
利
金
日
分
に
而
も
宜
御
座
候
問
、
無
理
之
考
に
で
も
相
渡
り
候
様
致
度
脊
候
。
右
ハ
外
事
ハ
相
ち
か
い
候
ゆ
え
、
当

時
表
ニ
市
は
当
惑
ハ
存
居
り
右
様
之
議
申
入
候
も
、
無
心
様
ニ
ハ
侯
得
共
、
少
々
指
支
候
義
ゆ
へ
無
理
之
品
ニ
雨
、
元
締
へ
相
拙
是
非
々
々

々
々
相
渡
り
候
様
相
頼
申
入
侯

以
上
」

「
き
て
一
向
其
後
一
銭
も
相
渡
ら
ず
、
誠
に
必
至
の
事
に
候
、
い
つ
も
い
ろ
い
ろ
と
甲
討
の
み
印
し
闘
り
候
へ
と
も
其
の
申
し
訳
け
は
決
し

て
無
用
、
判
に
で
も
致
し
て
も
宜
し
と
申
す
も
の
に
候
（
下
欠
）
」

「
只
今
申
候
義
ハ
、
其
之
者
共
名
面
入
ニ
而
ρ
証
文
取
候
様
も
無
之
、
先
三
の
会
所
へ
取
り
出
候
節
不
都
合
ゆ
へ
鳥
渡
申
入
候

以
上

卯
月
廿
日

L-

以
上
は
後
期
封
建
社
会
に
於
け
る
一
領
主
の
極
め
て
特
殊
な
私
生
活
の
一
面
を
物
語
る
も
の
に
す
ぎ
ず
内
容
の
評
価
を
明
ら
か
に
す
る
為
に

は
更
に
研
討
を
要
す
る
が
、
恐
ら
く
未
だ
十
分
に
は
知
ら
れ
な
か
っ
た
福
沢
と
深
き
因
縁
あ
る
大
名
生
活
の
一
部
分
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

更
に
乙
の
書
翰
群
に
は
一
巻
の
諌
言
書
が
附
属
し
て
い
る
。

殿
様
御
養
生
筋
之
議
甚
無
心
元
奉
存
候
、
先
遥
而
も
御
直
ニ
申
上
候
得
者
、
其
所
少
レ
も
気
遣
仕
間
敷
候
。
御
無
証
拠
故
表
向
へ
は

一「不
相
知
候
得
共
遊
之
御
養
生
者
宜
被
遊
御
雄
候
由
御
意
被
遊
侠
間
乍
悼
奉
安
心
髄
在
候
所
、
近
頃
之
御
様
子
奉
恐
察
候
ニ
、
先
達
市
之
通
弥

御
養
生
も
宜
被
遊
御
座
候
哉
之
所
安
心
不
致
候

す
へ
て
御
大
名
様
方
御
年
若
ニ
而
御
病
身
ニ
被
為
成
候
義
者
、
全
ク
飲
食
色
欲
而
己
ニ
而
御
身
之
害
と
も
被
為
成
候
義
者
此
上
間
々
見
聞
仕

候
儀
－
一
御
賂
候
、
尤
貴
賎
と
も
に
難
慎
も
の
に
は
御
座
候
得
共
、
御
寿
命
に
は
御
か
へ
被
遊
ま
し
く
候
。

当
時
御
壮
健
ニ
被
遊
御
座
候
得
共
、
只
今
之
内
よ
り
御
心
得
も
可
有
御
陵
候
哉

尤

御
き
ら
い
な
る
む
つ
か
し
き
事
と
は
心
源
院
様
江
御
頼
被
遊
、
御
主
様
の
御
す
き
な
る
事
斗
御
出
精
被
遊
候
両
者
甚
す
ま
ぬ
も
の
ニ
御

仲間候。
中
津
藩
の
研
究
（
檎
垣
）

七
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此
後
者
何
事
に
よ
ら
す
心
源
院
様
之
御
威
光
を
以
ひ
ら
お
し
に
御
お
さ
へ
申
候
閣
兼
而
左
様
国
p

佼
思
召
候
u

そ
れ
か
御
い
や
と
思
召
候
ハ
ハ

心
源
院
様
は
し
め
御
勝
手
方
役
人
申
合
不
残
退
役
可
仕
候
問
、
御
前
御
ひ
と
り
に
て
宜
様
ニ
可
被
遊
侠

も
し
こ
れ
か
尤
と
思
召
己
来
申
上
候
義
御
用
ひ
被
遊
候
ハ
ハ
一
両
年
の
内
古
金
を
相
た
め
百
万
両
も
指
上
可
申
候
間
何
卒
し
は
ら
く
御
物
す

き
も
相
や
め
口
御
長
久
之
御
楽
を
奉
願
上
候
」

最
後
の
諌
言
書
は
果
し
て
提
出
さ
れ
た
も
¢
で
あ
る
か
否
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
昌
高
の
生
活
を
う
か
が
う
一
つ
の
史
料
た
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

大
名
に
関
す
る
限
h
－
貧
し
く
し
て
豊
か
な
生
越
を
送
り
、
日
常
遊
楽
に
耽
り
つ
つ
文
佑
悶
若
王
た
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
史
料
の
事

す
る
限
り
其
の
生
活
の
本
質
は
更
に
全
体
的
に
究
明
さ
る
可
き
で
あ
る
が
結
果
は
、
恐
ら
く
昌
高
個
人
に
関
し
て
も
又
中
津
藩
内
の
動
向
に
も

亦
佑
政
度
の
特
質
を
見
出
し
得
る
こ
と
を
予
測
し
て
は
ほ
ぼ
誤
り
な
い
で
め
ろ
う
。

一
八
二
二
年
（
文
政
五
年
）
江
戸
に
於
い
て
発
刊
さ
れ
た
大
江
春
塘
の
中
津
ハ
ル
マ
も
こ
の
進
歩
的
君
主
の
名
を
不
朽
な
ら
し
め
る
も
の
で

あ
る
が
A
か
ら
F
ま
で
を
収
め
た
第
一
巻
の
外
は
実
物
を
手
に
し
た
こ
と
も
な
く
写
真
に
こ
れ
を
見
る
こ
と
も
な
い
こ
と
を
以
て
す
れ
ば
或
い

は
完
結
に
至
ら
ず
し
て
終
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

要
す
る
に
中
津
藩
は
藩
自
体
が
一
つ
の
有
機
体
と
し
て
生
き
た
こ
と
よ
り
も
、
よ
り
多
く
封
建
的
機
構
に
支
え
ら
れ
て
維
持
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
て
、
後
期
封
建
社
会
の
衰
額
が
一
般
的
な
現
象
で
あ
る
と
は
言
い
な
が
ら
、
そ
の
特
質
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
一
つ
の
地
方
性
に
過
ぎ
ず

自
主
的
個
性
の
上
に
立
っ
て
行
わ
れ
た
積
極
的
な
政
治
乃
至
文
佑
活
動
は
極
め
て
乏
し
い
よ
う
で
あ
る
。

前
野
蘭
佑
が
こ
の
開
明
的
君
主
を
得
て
は
じ
め
て
洋
学
の
先
駆
者
と
し
て
の
名
を
留
め
得
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
昌
高
の
本
質
を
把

握
す
る
為
に
は
更
に
掘
り
下
げ
を
必
要
と
す
る
。



門

閥

生

活

の

実

体

中
津
藩
政
史
を
特
色
付
け
る
も
の
と
し
て
無
視
し
得
な
い
の
に
福
沢
を
し
て
「
親
の
敵
で
ご
ざ
る
」
と
呼
ぱ
し
め
た
門
閥
制
度
が
あ
る
。

体
質
的
に
は
弱
体
佑
し
な
が
ら
門
閥
の
み
が
懸
命
に
維
持
さ
れ
た
こ
と
は
著
し
い
事
実
で
、
支
配
階
級
が
そ
の
地
位
を
維
持
せ
ん
が
た
め
に

払
っ
た
努
力
は
中
津
藩
に
於
い
て
特
に
顕
著
で
あ
る
。

福
沢
が
そ
の
「
自
伝
」
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
行
わ
れ
た
亥
年
の
建
自
に
よ
っ
て
重
臣
奥
平
壱
岐
が
そ
の
地

位
を
去
っ
た
乙
と
は
画
期
的
出
来
事
で
中
津
藩
の
歴
史
に
於
い
て
支
配
層
が
実
質
的
に
失
脚
し
た
著
し
い
事
例
で
あ
っ
た
。

そ
れ
以
前
に
も
重
臣
の
専
横
、
こ
れ
に
対
す
る
家
臣
団
内
部
か
ら
の
反
撞
は
容
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
家

者
筆
頭
の
山
崎
主
馬
に
対
す
る
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
の
供
番
百
数
十
人
に
よ
る
弾
該
で
あ
っ
て
、
そ
の
為
主
馬
以
下
皆
罰
せ
ら
れ
所
謂
山

崎
内
閣
は
顛
覆
し
た
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
処
罰
せ
ら
れ
し
も
の
凡
そ
数
十
人
に
及
び
、
そ
れ
ぞ
れ
「
免
役
閉
門
逼
促
叱

責
等
に
処
せ
ら
れ
主
馬
の
禄
百
石
を
削
り
、
免
役
の
上
閉
門
を
命
じ
た
り
」
と
記
さ
れ
（
「
下
毛
郡
誌
」
）
て
い
る
の
で
ゐ
る
が
、
我
々
に
と
っ

て
は
更
に
そ
の
後
数
日
間
の
経
過
の
方
が
よ
り
多
く
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

即
ち
山
崎
家
に
保
存
さ
れ
た
日
記
に
よ
れ
ば
、
主
馬
が
処
分
の
申
し
渡
し
を
受
け
た
の
は
九
月
廿
二
日
で
あ
る
が
、
三
日
後
の
廿
五
日
に
は

使
者
角
喜
兵
衛
が
、
山
崎
邸
に
遣
わ
さ
れ
て
逼
塞
御
免
の
伝
達
が
行
わ
れ
翌
廿
六
日
に
は
登
城
し
て
居
る
の
を
み
る
の
で
あ
る
。
註

註

山
崎
主
馬
江

其
方
儀
勝
手
向
連
年
不
指
操
之
所
よ
り
為
取
純
去
々
秋
以
来
元
〆
者
改
革
之
儀
申
出
申
渡
候
所
、
勝
手
向
融
通
ニ
相
成
候
義
茂
無
之
、
猶
又
在

中
年
賦
等
取
計
之
義
ニ
付
下
方
不
居
合
之
趣
相
聞
却
而
一
統
不
融
通
ニ
相
成
、
家
中
借
上
等
東
西
不
同
ニ
相
成
候
所
よ
り
一
統
不
穏
事
ニ
相
聞

候
。
尤
役
申
付
候
節
ハ
右
評
議
中
ニ
て
初
発
よ
り
者
不
顕
事
ニ
候
得
共
畢
寛
評
議
不
行
届
所
よ
り
不
帰
服
之
儀
出
来
致
侯
段
不
届
至
極
ニ
候
。

中
津
藩
の
研
究
（
檎
垣
）

七
五



中
津
港
の
研
究
（
檎
垣
）

七
六

伺
而
申
付
方
茂
在
之
侯
得
共
用
捨
ヲ
以
逼
塞
申
付
候
者
也

九
月
廿
二
日

廿
五
日

御
使
魚
喜
兵
衛

御
用
多
ニ
付
御
逼
塞
被
成
御
免

廿
六
日

登
城

要
す
る
に
こ
の
処
分
は
形
式
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
次
い
で
山
崎
内
閣
に
連
な
る
人
々
も
亦
御
叱
御
赦
免
と
な
っ
て
い
る
。

「
御
叱
御
赦
免

奥

平

上

総

奥

平

求

馬

奥

平

内

記

小
幡
篤
口
服
部
喜
右
衛
門
菅
沢
善
右
衛
門

野
本
武
三

角
三
郎
右
衛
門

思
田
金
兵
衛

和
田
口

U

丸
岡
彦
左
衛
門

天
野
三
蔵

鳥
津
円

U

入
条
平
太
夫

福
田
円

U

白
下
回
孫
八

森
源

nu
Lー

こ
れ
を
以
て
み
れ
ば
批
判
的
勢
力
の
集
団
た
る
中
級
武
士
国
の
反
援
が
か
ち
得
た
も
の
は
有
名
無
実
で
あ
り
、
殆
ん
ど
港
政
改
革
と
し
て
取

り
扱
い
得
る
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。

専
制
の
座
に
在
る
者
が
そ
の
支
配
を
永
続
し
よ
う
と
す
る
時
最
も
深
い
関
心
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
伝
統
の
維
持
で
あ
る
。
又
階
級

的
優
越
と
道
義
的
名
誉
と
は
武
士
の
精
神
生
活
の
最
も
重
要
な
支
柱
で
あ
っ
た
か
ら
こ
の
間
題
を
巡
っ
て
中
津
藩
に
は
御
供
番
事
件
（
天
保
二

年）

（
天
保
九
）
と
御
園
番
事
件
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
事
件
を
知
る
こ
と
は
恐
ら
く
福
沢
の
最
も
嫌
っ
た
形
式
主
義
を

理
解
す
る
乙
と
で
あ
り
無
気
力
な
政
治
的
環
境
の
本
質
を
把
握
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
中
に
ゐ
っ
て
特
に
注
目
す
べ
き
は
天
保
九
年
（
一



入
三
人
）
の
縁
辺
御
供
番
事
件
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

御

園

番

事

件

明
治
の
近
代
佑
の
上
で
大
き
い
役
割
を
呆
し
た
福
沢
が
歴
史
的
に
登
場
す
る
為
に
は
い
く
つ
か
の
本
質
的
前
提
か
在
一
位
す
る
。
中
に
あ
っ
て

彼
れ
が
中
津
藩
士
で
あ
っ
た
こ
と
は
如
何
な
る
、
叉
ど
の
程
度
の
関
連
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

福
沢
が
年
少
の
頃
か
ら
、
封
建
制
に
対
し
て
或
い
は
宗
教
的
権
威
に
対
し
て
批
判
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
か
な
り
顕
著
な
事
実
で
あ

る。
こ
れ
は
そ
の
家
族
の
大
阪
に
於
け
る
体
験
が
、
客
観
的
に
自
己
の
立
場
を
把
握
す
る
立
脚
点
を
与
え
た
こ
と
に
も
よ
っ
て
い
る
が
、
中
津
に

於
け
る
生
活
環
境
が
安
住
を
許
さ
な
い
程
度
に
窮
迫
し
た
も
の
で
あ
り
、

叉
務
の
体
制
自
身
が
既
に
実
質
的
に
は
髄
朽
レ
て
い
る
に
も
関
ら

ず
、
新
し
い
世
代
に
と
っ
て
は
樫
楢
と
し
て
作
用
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

福
沢
の
ハ
メ
は
そ
の
勝
れ
た
才
能
の
為
に
登
用
さ
れ
た
と
は
言
え
本
来
の
家
格
は
下
士
に
も
数
え
ら
れ
な
い
六
七
人
者
で
下
級
警
察
官
に
過
ぎ

な
か
っ
た
か
ら
、

そ
の
一
家
は
若
干
の
封
建
的
特
権
を
享
受
し
た
と
は
云
ぇ
、

よ
り
多
く
の
マ
イ
ナ
ス
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
を
免
れ
な
か
っ

，
』

O

J
l
e
 

此
処
に
中
津
藩
は
福
沢
に
対
し
て
ア
ン
テ
ィ
テ

l
ゼ
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
の
程
度
の
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ

う
か
。奥

平
民
は
十
万
石
の
大
名
に
過
ぎ
な
い
が
織
密
な
身
分
的
秩
序
が
厳
と
し
て
寄
在
し
煩
鎖
な
組
織
が
猶
輩
固
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
旧
藩
情
」

の
詳
細
に
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
旧
中
津
奥
平
藩
土
ノ
数
、
上
大
臣
ヨ
リ
下
帯
刀
ノ
者
ト
唱
ル
モ
ノ
ニ
至
ル
マ
テ
、
凡
千
五
百
名
其
身
分
役
名
ヲ
精
密
ニ
分
テ
ハ
百
余
級
ノ

中
津
藩
の
研
究
（
櫓
垣
）

七
七



中
津
藩
の
研
究
（
檎
垣
）

七
八

多
キ
ニ
至
」

「
下
等
士
族
ハ
何
ノ
功
績
ア
ル
モ
何
等
ノ
才
力
ヲ
抱
ク
モ
決
シ
テ
上
等
ノ
席
一
一
一
昇
進
ス
ル
ヲ
許
サ
ス
」

「
稀
ニ
祐
筆
ナ
ド
ヨ
リ
立
身
シ
テ
小
姓
組
ニ
入
タ
ル
例
」
ハ

「
治
世
二
百
五
十
年
ノ
間
ニ
三
五
名
ニ
過
キ
ス
」

と
云
い
、
上
士
と
下
士
と
は
権
利
、
骨
肉
ノ
縁
、
貧
富
、
救
育
、
理
財
ノ
趣
、
風
俗
習
慣
を
具
に
す
る
こ
と
が
激
レ
い
筆
致
で
描
写
さ
れ
て

い
る
。
今
日
残
さ
れ
た
史
料
も
亦
こ
の
整
然
た
る
封
撞
制
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
が
実
在
し
た
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
で
ゐ
る

d

小
論
は
こ
の
形
骸
に
過
ぎ
ぬ
身
分
制
度
を
廻
っ
て
幕
未
の
中
津
藩
に
発
生
し
た
縁
辺
事
件
（
天
保
九
年
）
と
御
園
番
事
件
に
つ
い
て
考
察
す

る。
縁
辺
事
件
と
は
天
保
九
年
二
月
大
身
の
山
崎
織
衛
が
、
古
来
大
身
と
供
番
と
は
互
い
に
婚
家
を
通
じ
て
来
た
が
、
自
今
以
後
大
身
の
女
子
は

供
番
と
婚
す
る
を
得
る
も
、
供
番
の
児
女
は
大
身
に
嫁
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
も
の
と
す
る
と
声
明
し
た
の
で
供
番
の
武
士
は
こ
れ
を
聞
き
、
そ

の
無
礼
を
憤
り
、
同
盟
し
て
各
自
大
身
か
ら
要
っ
た
妻
女
ぞ
悉
く
里
万
に
帰
送
主
せ
、
且
つ
大
身
と
の
個
人
的
交
渉
を
も
断
絶
し
よ
う
と
し
た

事
件
で
あ
る
。

し

よ

う

だ

へ

ん

み

大
身
と
は
第
一
級
の
上
士
で
歴
代
十
二
家
以
内
と
し
奥
平
姓
の
外
は
生
旬
、
夏
白
、
山
崎
．
逸
見
．
桑
名
等

ω諸
家
で
．
藩
眼
を
左
右
す
る

地
位
を
維
持
し
て
い
た
。

大
身
と
抗
争
し
た
供
番
と
は
同
じ
く
上
土
に
属
す
る
が
、
上
士
に
は
六
級
の
格
式
が
あ
り
、
そ
の
第
凶
級
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。



上

士

｜｜  

I I I I 
小家供寄大大

身

合並身姓 中 審

供
審
と
は
は
じ
め
藩
主
の
参
勤
交
替
に
当
っ
て
随
従
す
る
経
済
的
能
力
を
有
す
る
、
二
百
石
以
上
の
上
士
を
意
味
し
凡
そ
百
五
十
四
家
．
内

品
川
九
家
は
江
戸
定
府
で
あ
っ
た
。

供
番
は
原
則
と
し
て
大
身
と
自
由
に
婚
姻
関
係
を
結
び
、
大
身
と
同
じ
く
「
う
ら
つ
け
袴
」
に
京
税
粧
の
大
縁
を
付
け
た
長
苧

zrつ
こ
と

を
許
さ
れ
、

こ
れ
に
次
ぐ
家
中
、
小
姓
と
は
特
に
区
別
さ
れ
た
階
層
で
あ
っ
た
か
ら
、
従
来
の
慣
習
を
無
視
す
る
意
図
に
対
し
て
抵
抗
を
生
じ

た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
件
の
発
生
と
山
崎
が
密
接
な
関
係
を
持
つ
こ
と
は
結
論
と
し
て
は
通
説
に
従
っ
て
差
支
え
な
い
と
思
は
れ
る
が
、
実
際
に
は
最
上
層

グ
ル
ー
プ
の
全
体
的
意
志
と
し
て
表
示
さ
れ
て
居
り
事
実
に
は
研
討
の
余
地
が
あ
る
。
今
日
で
も
事
件
の
全
貌
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
史
料
の
上
か
ら
は
天
保
九
年
二
月
頃
か
ら
問
題
が
発
生
し
た
よ
う
で
あ
る
。

二
月
十
五
日
用
人
の
鈴
木
力
兵
衛
が
家
老
詰
所
に
現
わ
れ
、
以
後
養
子
縁
組
願
い
は
当
事
者
双
方
よ
り
願
書
を
提
出
す
る
新
規
定
を
伝
達
レ

た
の
が
関
係
史
料
の
初
見
で
あ
る
。

註

鈴
木
は
明
治
維
新
後
権
大
参
事
に
任
命
さ
れ
た
人
物
で
、
藩
中
に
重
き
を
な
し
た
人
材
で
あ
っ
た
。

こ
の
問
題
が
提
起
さ
れ
た
の
は
直
接
に
は
当
時
進
行
中
だ
っ
た
山
崎
織
衛
の
嗣
子
の
再
婚
が
誘
因
と
な
っ
た
も
の
ら
し
く
、
前
年
の
天
保
人

年
秋
、
山
崎
の
一
族

上
総
が
婚
姻
の
対
象
と
し
て
の
御
供
番
を
家
格
に
よ
っ
て
更
に
差
別
し
よ
う
と
発
意
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
た
。

中
津
藩
の
研
究
（
檎
垣
）

七
九



中
津
藩
の
研
究
（
檎
垣
）

八、。

織
衛
の
嗣
子
は
奥
平
覚
兵
衛
の
二
女
を
要
ら
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
問
題
は
山
崎
織
衛
の
娘
よ
し
と
婚
約
届
け
済
み
で
あ
っ
た
菅
沼

家
と
の
聞
に
発
生
し
た
。

菅
沼
三
郎
左
衛
門
は
山
崎
と
最
も
親
し
く
そ
の
長
子
弥
七
郎
の
為
に
山
崎
氏
の
女
を
要
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
事
件

の
発
生
に
よ
っ
て
、
に
わ
か
に
難
色
を
示
し
、
人
を
介
し
て
度
々
破
談
の
申
し
入
れ
を
行
な
う
に
至
っ
た
。

縁
辺
事
件
の
焦
点
と
な
っ
た
も
の
は
恐
ら
く
こ
の
山
崎
対
菅
沼
の
抗
争
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

父
菅
沼
は
弥
七
郎
は
結
婚
を
希
望
せ
ず
と
言
ぃ
、
山
崎
は
大
身
衆
全
体
の
立
場
に
か
く
れ
な
が
ら
、
御
供
番
の
誤
解
に
基
ず
く
も
の
と
し
て

反
論
、
決
定
を
見
送
っ
て
い
る
。

（註一一）

事
件
発
生
以
来
供
番
側
も
大
身
側
も
合
議
を
重
ね
た
が
五
月
廿
五
日
に
至
っ
て
大
身
側
は
演
説
書
を
公
に
し
て
そ
の
見
解
を
示
し
た
。

説

此
節
拙
者
共
仲
間
よ
り
御
供
番
之
縁
段
、
取
組
之
義
－
一
付
、
仲
間
共
再
縁
之
向
よ
り
直
縁
可
致
、
猶
叉
二
百
石
己
上
ニ
而
無
之
而
ハ
直
緩
不
致

演

書

候
趣
、
仲
ケ
間
共
色
々
内
定
等
立
候
哉
－
一
承
り
込
、

御
供
番
一
一
統
於
龍
松
寺
寄
合
等
致
、

仲
ケ
聞
之
方
ニ
而
内
定
も
立
候
事
ニ
御
座
侯
ハ

ハ
、
御
供
番
之
方
ニ
市
も
規
定
相
定
め
、
是
迄
御
供
番
よ
り
仲
ケ
間
之
万
へ
嫁
要
致
候
も
の
ハ
其
鐙
差
置
、
嫁
要
不
致
縁
談
斗
願
済
ニ
而
婚

姻
不
相
済
候
向
ハ
妻
ニ
不
限
悉
く
被
談
之
談
－
一
可
致
趣
規
定
相
極
メ
、
役
之
有
無
ニ
不
関
一
統
相
談
一
決
ニ
而
、
仲
ケ
聞
之
方
よ
り
縁
談
願

済
候
御
供
番
之
向
ヘ
パ
早
々
離
別
ニ
可
及
趣
申
通
候
よ
し
ニ
風
間
相
聞
申
候
、
尤
御
供
番
之
方
ニ
而
も
右
一
件
初
発
ょ
う
不
同
心
之
向
も
在

之
、
叉
ハ
銘
々
身
分
ニ
抱
候
縁
談
之
者
も
御
座
候
而
、
一
統
と
ハ
乍
申
当
時
ニ
而
者
先
弐
ツ
ニ
割
れ
届
候
形
ニ
承
り
込
候
、
然
ル
所
右
再
縁
初

嫁
之
説
ハ
別
紙
写
之
通
り
是
迄
仲
ケ
間
共
ニ
例
も
御
座
へ
ハ
内
定
取
極
メ
不
致
事
ハ
眼
前
之
義
、
其
上
二
百
石
己
上
之
も
の
ハ
取
組
可
致
、

己
下
へ
ハ
取
組
致
問
敷
と
申
所
も
是
述
も
同
様
仲
ケ
聞
之
内
ニ
而
二
百
石
己
下
へ
取
組
致
候
も
の
も
在
之
候
得
ハ
、
矢
張
同
様
内
定
ニ
可
致

詮
ハ
毛
頭
無
之
事
ニ
御
座
候



然
ル
処
全
承
り
込
達
哉
ニ
而
御
供
番
之
万
右
様
騒
々
敷
申
成
候
所
ハ
甚
一
一
統
迷
惑
致
候
υ

乍
去
此
節
右
様
騒
々
敷
相
成
行
候
所
ハ
畢
寛
ハ
家

柄
之
一
厚
薄
ニ
寄
候
而
ハ
取
組
等
可
致
ト
甲
拙
合
ハ
無
之
、
尤
仰
ケ
闇
ニ
而
b
中
百
御
供
番
之
万
直
線
ハ
致
闘
敷
御
用
人
之
役
中
ト
甲
鍬
又
ハ

血
縁
有
之
無
拠
向
縁
談
可
致
杯
と
申
何
と
な
く
申
伝
有
之
候
所
右
一
一
而
ハ
追
々
差
一
又
等
多
可
有
御
座
其
よ
時
節
柄
他
所
縁
辺
ニ
限
候
市
ハ
何

か
不
都
合
も
有
之
候
依
而
此
節
前
書
之
通
リ
仲
ケ
間
申
談
侯
載
ニ
御
雄
候

右
之
所
ヲ
全
く
承
り
込
進
ニ
而
右
様
相
成
行
候
事
哉
ト
相
見
へ
候
得
ハ
、
此
上
時
宜
－
一
寄
候
而
ハ
達
等
ニ
可
相
成
行
、
左
候
而
ハ
誠
ニ
不
軽

御
約
介
筋
之
義
、
殊
ニ
当
時
ハ
、
上
ニ
而
御
滞
脳
中
ニ
而
御
引
込
之
御
時
節
、
拙
者
共
よ
り
も
御
裁
許
之
所
相
達
、
御
供
番
供
よ
り
も
両
様

ニ
相
違
可
申
左
候
得
ハ
御
隣
端
之
聞
へ
と
申
誠
ニ
不
軽
御
約
介
事
故
と
相
察
候
得
共
、
余
り
前
文
ニ
も
相
認
候
通
り
拙
者
共
ニ
而
ハ
御
供
番

家
柄
厚
薄
之
附
合
己
ニ
市
内
定
不
相
極
候
所
ハ
眼
前
相
分
候
様
事
、
畢
寛
ハ
御
供
番
之
方
何
か
承
り
込
違
哉
ニ
而
右
様
ニ
騒
々
敷
相
成
行
侯

哉
ト
相
察
候
得
ハ
恐
多
ハ
存
候
得
其
一
通
り
、
御
聴
ニ
遥
置
度
一
仔
候
問
、
此
段
以
演
説
書
申
達
侠

以
上

五

月

御
別
紙
左
之
通
り
写

定
幹

平

妻
奥
平
覚
兵
衛
女
離
別
、
後
妻
黒
瀬
市
兵
衛
女
、
享
保
年
中

奥

長

兵

衛

長

恒

夏

目

勘

解

由

実
奥
平
覚
兵
衛
通
行
嫡
子
、
享
保
年
中

勝

円

奥

平

求

馬

津
軽
越
中
守
様
御
家
中
叶
間
宇
右
衛
門
女

後
妻
山
崎
郡
右
衛
門
高
尚
女

中
津
務
の
研
究
（
櫓
垣
）

八



中
津
務
の
研
究
（
槍
垣
）

八

勝

世

奥

平

求

馬

妻
辺
見
志
摩
久
賢
女
及
縁
談
死
、
後
妻
奥
平
理
兵
衛
朝
婚
女

久

遥

崎

人

実
小
幡
新
右
衛
門
直
之
二
男
、
二
歳
之
時
兄
半
之
丞
家
督
無
間
死
去
然
ル
処
幼
年
故
家
営
不
相
願
、
伯
父
山
崎
久
芽
引
取
養
育
之
、
久
芽

山

蔵

江
府
引
越
之
節
一
同
ニ
罷
越
ス
、
宝
暦
年
中

久

温

山

崎

織

部

妻
養
父
久
遠
女

後
妻
奥
平
次
郎
兵
衛
孫
文
佑
十
年
御
用
人
中

久
豊妻

奥
平
市川
郎
兵
衛
女

崎

主

馬
文
政
年
中

綱

方

奥

平

主

税

妻
斉
藤
又
左
衛
門
行
忠
女
宝
暦
年
中

定

美

奥

平

主

税

妻
櫛
田
市
右
衛
門
女
離
別
後
妻
松
．
平
和
泉
守
様
御
家
中
水
野
仁
右
衛
門
女
死
去
後
妻
岡
見
伝
兵
衛
女
文
化
年
中

正

英

奥

平

武

兵

衛

妻
黒
瀬
市
兵
衛
尚
武
女

宝
暦
年
中

定

恒

奥

平

斎

実
菅
沼
文
左
衛
門
定
傑
二
男
寛
起
辰
年
又
左
衛
門
御
崩
人
傑
叫
付

此
節
御
胤
人
へ
寄
合
格
彼
仰
付
候

後
ニ
御
雄
候
御
用
人
へ
寄

合
格
被
仰
付
候
ハ

元
文
五
申
年
ニ
市
九
ヶ
年
前
ニ
御
賂
候



定

員

桑

名

平

妻
菅
沼
刑
部
右
衛
門
女
明
和
年
中

勝

全

桑

名

内

記

先
妻
木
村
権
右
衛
門
女

御
用
人
御
役
中

二
月
十
五
日

註
一
今
日
於
詰
所
鈴
本
力
兵
衛
山
中
伝
候
ニ
者
是
迄
諸
山
養
子
願
縁
組
願
之
義
二
万
は
鮒
鰍
之
処
己
来
は
双
万
共
ニ
願
書
指
出
可
申
候
旨
申
闘

ホ
桜
御
承
知
可
被
下
似
旦
U
人
竹
山
日
何
御
機
嫌
汁
八
日
一
同
ニ
一
樹
出
倣
而
可
制
迷
存
紋
右
之
段
可
符
御
意
如
比
依
恐
憧
謎
言
内
記

御
仲
ケ
問
様
御
名

内
心
は
桑
内
記
勝
全
。
宛
名
で
あ
る
「
御
仲
ケ
閥
」
は
大
身
グ
ル
ー
プ
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

註
二
背
泊
三
郎
左
衛
門
様
よ
り
お
よ
し
様
御
離
縁
被
成
皮
依
段
御
取
口
小
幡
半
之
丞
様
ヲ
以
被
仰
越
依
尤
此
節
御
供
番
衆
御
大
身
衆
と
御

縁
組
取
組
之
義
ニ
付
騒
々
敷
御
併
合
等
御
陵
候
関
川
町
一
那
様
万
よ
り
御
一
一
統
へ
御
相
談
之
上
被
仰
遼
鉄
御
演
説
書
之
趣
も
御
座
候
間
友
之
通
り

小
橋
半
之
一
ポ
様
へ
御
技
拶
被
致
似

五
月
廿
三
日

山
内
泊
三
郎
右
衛
門
よ
り
小
幡
半
之
渓
ヲ
以
三
郎
右
衛
門
嫡
子
弥
七
郎
、
女
兼
而
弥
七
郎
不
口
－
一
も
有
之
校
閥
此
節
離
縁
－
一
及
供
段
申
込
紋

川
川
市
此
万
よ
り
挨
拶
一
一
及
候
ハ
此
節
ハ
色
々
風
評
一
一
市
時
舗
も
惑
敷
其
上
仲
ケ
閥
一
一
統
右
風
評
ニ
付
而
ハ
以
演
舌
書
申
達
候
義
も
在
之
候
閥

右

御

挨

拶

迄

ハ

い

づ

れ

共

挟

拶

侠

閥

左

様

相

得

侠

様

－

一

府

通

侠

以

上

お
士
口
様
御
事
今
日
小
幡
平
之
丞
殿
ヲ
以
菅
沼
三
郎
左
衛
門
殿
へ
御
返
報
被
候
ハ
是
迄
弥
七
郎
殿
へ
御
縁
談
被
成
援
候
処
此
節
御
供
番
ト
之

分
ニ
而
三
郎
右
衛
門
殿
よ
り
度
々
御
破
談
之
被
成
皮
段
申
参
候
得
共
此
飾
之
分
合
故
御
返
抑
制
御
承
知
之
所
難
被
成
段
右
之
上
ニ
モ
御
仲
間

よ
り
御
淫
－
一
一
被
成
樹
侠
儀
御
座
供
間
夫
迄
御
承
知
成
問
敷
様
御
挨
拶
被
口
候
然
所
廿
丹
後
υ人
々
半
之
汲
殿
ヲ
以
弥
七
郎
殿
兼
耐
不
進
－
一
付

御
破
談
被
成
度
趣
申
参
依
然
所
施
七
郎
殿
不
進
と
御
座
侠
ハ
ハ
其
段
江
戸
表
若
μ一
加
様
へ
も
御
相
談
被
逃
御
挨
拶
被
城
候

四
月
五
日

若
且
那
様
御
再
縁
之
義
比
節
御
仲
ケ
閲
様
方
よ
り
仰
合
御
座
依
而
己
来
御
供
番
栄
之
内
絡
別
之
御
家
柄
悩
御
撰
被
遊
御
直
御
取
組
被
遊
皮

段
被
仰
合
有
之
尤
此
義
ハ
去
秋
上
総
様
ニ
而
御
発
意
御
陵
侠
趣
比
閥
よ
り
且
那
様
－
一
も
色
々
御
背
労
被
遊
御
仲
ケ
閥
様
万
被
仰
合

中
津
務
の
研
究
（
梢
垣
）
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中
津
務
の
研
究
（
檎
垣
）

八
四

円

U
様
主
悦
様
－
一
而
別
而
御
同
心
御
陥
合
等
被
遊
相
斉
候
事

談
候
委
細
之
義
御
内
定
追
而
御
沙
汰
被
遊
侠

家
老
等
は
御
供
番
等
の
主
張
に
対
し
て
笑
例
を
お
中
げ
て
反
論
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
張
は
御
供
番
側
を
納
得
せ
し
む
る
に
足
る
も
の

で
な
か
っ
た
ら
し
く
抵
抗
は
継
続
さ
れ
た
か
ら
、
そ
の
処
分
は
避
け
難
い
情
勢
と
な
っ
た
。
結
局
家
老
側
の
反
撃
は
次
の
如
き
形
と
な
っ
て
公
表

さ
れ
た
。

占
ん
御
供
審
衆
之
内
格
別
之
御
家
筋
東
武
之
方
共
ニ
七
八
粁
御
認
メ
被
遊
及
御
相

御
悶
メ
呑
一
件
相
片
付

左
之
通
り
被
仰
付
候

御

臨

時

御
か
も
い
場
多
し

白大

内

行

磁

石

五

郎

左

衛

門

御

晦

御
か
も
い
多
し

オE

回

泰

吉

隠

居

退

身

減

格

禄

中磯田篠

山
田辺国

八

東 l贋小
左

衛太之十

門夫丞郎

右
之
者
共
同
様
被
仰
付
候
五
郎
左
衛
門
は
早
速
伊
予
へ
参
り
申
と
て
乗
船
之
由
承
知
仕
候
」

次
い
で
十
月
四
日
自
身
の
断
突
が
公
表
さ
れ
た
。

「

御

自

筆

写

比
節
縁
辺
之
儀
指
継
候
之
義
者
、
前
々
供
番
之
者
よ
り
縁
辺
取
組
候
先
例
数
々
有
之
供
処
、
中
古
何
と
な
く
用
人
役
中
な
ら
で
は
不
取
組
様
山
・

伝
侠
出
、
全
心
得
違
之
事
－
一
被
脊
候
且
家
柄
厚
縛
を
諭
候
義
者
、
銘
々
心
得
も
可
有
之
事
候
得
は
、
比
節
右
犠
之
義
山
中
合
候
義
－
一
一
小
及
事
－
一

候
、
以
来
共
先
縦
之
通
初
縁
よ
り
取
組
侠
様
可
致
供
、
供
番
之
者
仲
間
不
肘
合
之
儀
も
我
等
取
扱
致
相
勤
侠
様
申
波
紋

心
得
の
た
め
此
段
申
関
候

以
上

大

身

共

江

Lー



以
上
の
史
料
を
以
て
必
ず
し
も
こ
の
事
件
を
理
解
し
得
た
と
は
恩
わ
な
い
が
、
た
と
え
そ
れ
が
無
内
容
な
も
の
で
あ
っ
て
も
家
老
側
の
実
力

が
猶
健
在
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
旧
例
故
格
が
護
り
適
さ
れ
た
こ
と
を
此
処
に
み
る
の
で
あ
る
。

幕

末

に

於

け

る

農

村

中
津
藩
は
譜
代
の
小
藩
で
禄
高
は
十
万
石
と
称
す
る
が
城
附
四
万
石
の
外
は
備
後
と
筑
前
の
飛
地
で
あ
っ
て
政
治
上
に
於
い
て
も
叉
経
理
上

か
ら
も
統
制
に
困
難
で
あ
っ
た
。

註

「
中
津
領
筑
前
図
」
中
の
片
山
村
の
註
記
に

「
百
姓
屋
敷
地
は
中
津
御
領
也
。
然
れ
ど
も
御
検
地
名
諮
之
者
の
子
孫
な
れ
ば
中
津
よ
り
自
由
に
相
成
り
申
さ
ず
」
と
あ
る
。

藩
の
領
地
は
合
計
十
万
石
で
は
あ
る
が
二
円
地
で
な
か
っ
た
為
経
費
倒
れ
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
在
地
の
代
官
と
し
て
起
用
さ
れ
た
筑

前
領
の
原
田
氏
が
十
三
人
扶
持
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
強
力
な
支
配
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

藩
財
政
の
貧
困
は
享
保
二
年
の
中
津
入
部
の
時
か
ら
の
継
純
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
。
同
年

「
累
年
知
行
之
中
指
上
げ
困
窮
に
及
び
候
に
付
き
家
中
に
本
知
技
さ
れ
」
本
物
成
の
給
せ
ら
れ
た
も
の
の
、

そ
れ
は
い
く
ば
く
も
紛
か
な
か

っ
た
。幕

落
体
制
の
中
に
あ
っ
て
封
一
姪
脱
力
の
最
も
弱
い
部
分
は
蓋
し
転
々
と
国
替
え
を
繰
り
、
返
し
た
譜
代
藩
で
、
転
封
の
浮
説
が
と
も
す
れ
ば
流

れ
安
く
、
土
地
経
済
の
上
に
生
活
し
な
が
ら
領
土
と
の
緊
密
な
結
合
に
之
し
く
恒
久
的
な
政
策
を
欠
く
の
が
弱
小
諸
代
務
の
特
質
で
、
頻
繁
に

訪
ず
れ
る
天
災
と
凶
作
、
江
戸
諸
藩
邸
の
類
焼
、
幕
府
か
ら
課
せ
ら
れ
る
助
役
手
伝
い
の
重
荷
等
々
は
先
ず
上
げ
米
を
余
儀
な
く
し
藩
債
の
慢

性
的
増
加
に
よ
っ
て
衰
類
の
権
限
に
達
す
る
こ
と
は
譜
代
務
が
最
も
早
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

註
自
信
な
き
諸
藩
で
は
政
治
的
行
き
前
り
毎
に
転
封
の
浮
説
が
流
れ
る
の
を
み
る
。
そ
れ
は
幕
附
え
の
依
一
任
．
肢
の
古
川
い
務
に
於
い
て
特
に
多
く
、

中
津
務
の
研
究
（
檎
垣
）

八
五



申
津
落
の
研
究
（
檎
垣
）

八
六

幕
末
に
於
け
る
対
局
務
の
如
き
も
そ
の
一
例
で
あ
っ
た
。

中
津
港
に
在
つ
て
は
長
州
藩
の
威
正
の
加
わ
る
こ
ろ
か
ら
浮
説
が
流
れ
当
局
は
そ
の
打
ち
消
し
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

後
期
封
建
社
会
に
於
け
る
武
士
の
窮
乏
は
普
遍
的
現
象
な
が
ら
、
中
津
に
於
け
る
下
級
武
士
の
夫
れ
が
特
に
甚
だ
し
か
っ
た
こ
と
は
た
ま
た

ま
福
沢
の
自
伝
が
広
く
愛
読
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
て
い
る
。

今
日
我
々
が
中
津
を
訪
れ
る
時
福
沢
の
言
の
愈
々
適
切
な
る
こ
と
ぞ
覚
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
藩
士
の
内
職
も
多
種
多
様
で
、
且
つ
百
石

取
り
以
上
の
武
士
の
中
に
も
専
門
の
職
人
に
伍
し
て
損
色
な
き
人
物
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
子
孫
に
伝
え
ら
れ
る
作
品
に
よ
っ
て
如
実
に
こ

れ
を
見
る
ζ

と
が
出
来
る
。

下
級
士
族
が
塗
物
指
物
団
．
同
を
主
と
し
女
子
は
綿
引
き
の
内
臓
に
没
頭
せ
‘
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
と
言
っ
て
色
よ
い
が
家
臣
団
の

最
高
位
に
あ
る
家
老
と
雌
ど
も
、
内
臓
に
従
事
す
る
こ
と
乙
そ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
生
活
は
通
常
の
他
藩
と
異
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
は
れ
る
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
家
老
の
家
に
も
軒
先
に
は
鳩
小
屋
を
設
け
て
こ
の
巣
箱
を
ね
ぐ
ら
と
す
る
鳩
の
糞
を
染
料
と
し
て
町
人
に
売
却
し
家
計
の

助
け
と
す
る
風
習
が
在
し
た
こ
と
で
中
津
城
下
に
住
み
付
く
鳩
の
数
は
か
な
り
の
数
に
達
し
た
ら
し
く
、
そ
の
多
く
は
餌
を
与
え
た
と
は
思
わ

れ
な
い
か
ら
結
局
都
市
周
辺
の
農
作
物
が
大
量
に
荒
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
法
令
に
よ
っ
て
鳩
の
飼
育
が
度
々
禁
止
さ
れ
た
が
結
局
実

行
さ
れ
ず
幕
末
維
新
迄
こ
の
風
習
は
持
続
し
た
。

次
に
挙
げ
る
の
は
筆
頭
家
老
山
崎
家
の
明
治
四
年
の
日
記
で
こ
の
副
業
が
か
な
り
大
が
か
り
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と

思
う
。
当
時
の
屋
敷
見
取
図
に
も
鳩
小
屋
の
記
載
が
あ
り
か
な
り
大
が
か
り
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
録
が
物
語
っ
て
い
る
。

二
月
十
五
日

一
鳩
ノ
フ
ン
昨
日
尻
高
村
久
兵
衛
へ
御
渡
ニ
被
成
候
品
左
之
通



惣

掛

目

弐
百
三
拾
八
貫
匁

俵
数
弐
拾
四
俵
也

内
拾
四
〆
四
百
匁
風
袋
引
但
シ
俵
ニ
付
六
百
匁

正

味

弐
百
弐
拾
三
〆
六
百
匁

此

石

拾
弐
石
四
斗
弐
升
弐
合
弐
勺

正
味
九
〆
匁
五
斗
廻
シ
升
ニ
付
目
方
百
八
十
匁
也

此

代

弐
貫
弐
百
三
拾
五
匁
九
分
九
厘

升
ニ
付
壱
匁
八
分
替
左
之
通
直
段
相
定
置
侯
得
共
世
間
相
場
高
下
有
之
侠
へ
ハ
追
而
過
不
足
勘
定
相
加
へ

可
申
約
定
之
事

五

月

四

日

一
鳩
ノ
フ
ン
今
日
大
ノ
瀬
村
叉
左
衛
門
申
者
へ
御
払
ニ
相
成
候
尤
御
厩
之
上
ハ
御
入
用
ニ
付
残
シ
御
台
所
御
味
噌
部
屋
右
ニ
ケ
所
斗
出
シ
申
候

覚

一
掛
目
百
人
拾
九
匁

但
俵
数
拾
九
俵
也

内拾
三
〆
四
百
匁

風
袋
拾
九
俵
分
引
壱
石
ニ
付
六
百
匁
ツ
ツ

残

而

正

味

百
七
拾
七
〆
六
百
匁

九
〆
円

U
五
斗

壱
斗
ニ
付
百
八
拾
匁
ツ
ツ

中
津
藩
の
研
究
（
槍
垣
）
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八
八

比

石

九
石
八
斗
六
升
六
合

比

代

九
百
八
拾
六
匁
六
分

一
升
ニ
付
壱
匁
ツ
ツ

内
五

百

匁

今
臼
受
取

残
リ
ハ
品
物
受
取
ニ
参
侠
節
持
参
候
事

叉
四
百
八
拾
六
匁
六
分

翌
五
日
受
取

大
ノ
瀬
村
叉
左
衛
門

こ
れ
等
の
鳩
に
食
料
を
与
え
た
の
で
は
収
支
つ
ぐ
な
う
筈
は
な
い
か
ら
恐
ら
く
餌
は
城
下
周
辺
の
農
村
が
供
給
地
だ
っ
た
ら
し
く
弘
佑
四
年

十
月
の
御
触
に
は
「
鳩
雀
烏
等
相
増
し
作
毛
を
荒
す
こ
と
を
理
由
と
し
て
城
下
に
於
け
る
鳩
の
飼
育
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
山
崎
日

記
は
法
令
が
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

支
配
階
級
に
し
て
尚
か
く
の
如
く
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
領
民
の
生
活
は
お
し
て
知
る
べ
き
で
、
こ
の
事
実
を
如
実
に
示
す
も
の
は
藩
内

の
人
口
で
あ
る
。
中
津
藩
に
於
け
る
人
口
の
減
少
は
可
成
り
極
端
で
あ
る
。
都
市
・
も
農
村
も
そ
の
統
計
は
殆
ん
ど
下
向
を
た
ど
る
の
み
で
城
下

も
地
方
も
そ
の
最
も
多
く
の
人
口
を
擁
し
て
い
た
の
は
入
国
四
年
後
の
享
保
六
年
に
於
い
て
で
あ
っ
た
。

即
ち
享
保
六
年

（
一
七
二
一
）

の
中
樽
町
人
の
総
人
口
は
五
、

一
六
六
人
で
め
っ
た
の
が
一
三
七
年
後
の
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）
に
は

四

一
六
二
人
と
な
り
一
、

0
0
0人
、
ニ

O
%以
上
の
減
少
を
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
治
初
年
の
旧
中
津
領
は
小
倉
領
が
豪
富
兼
併
の
跡
顕
著
な
の
に
対
し
て
「
豪
農
巨
族
の
跡
を
絶
ち
民
富
殆
ん
ど
平
均
す
」
と
称
せ
ら
れ
て

い
る
が
（
「
筑
上
郡
志
」
）
町
人
も
村
役
人
級
の
農
民
も
他
領
の
如
く
蓄
積
を
行
う
余
地
の
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。



何
れ
に
せ
よ
藩
の
経
済
的
圧
力
が
直
接
に
加
わ
る
農
村
は
更
に
不
安
定
で
あ
り
、
幕
末
に
及
ん
で
そ
の
破
綻
は
愈
々
激
佑
し
た
ら
し
く
、
危

急
を
告
げ
る
難
村
続
出
し
或
い
は
人
高
の
減
少
を
報
じ
（
下
余
村
．
弘
佑
二
年
二
月
）
多
数
百
姓
の
絶
株
を
生
ず
る
も
の
（
中
数
回
、
嘉
永
三

年
）
相
次
ぎ
難
村
御
救
仕
組
に
よ
っ
て
藩
は
そ
の
恢
復
に
努
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
特
に
嘉
永
年
聞
に
入
る
や
凶
年
の
連
続
で
御
救
い
と
し

て
多
量
の
大
小
麦
を
放
出
し
な
い
年
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
。

註

H 嘉

永
元
年
（
一
八
四
八
）

二
年
こ
八
四
九
）

三
年
（
一
八
五

O
）

四
年
（
一
八
五
二

御
救
大
小
麦

，， 

，， 

千

石

五

百

石

八
百
八
十
石

八

十

俵

（
弘
山
組
）

，， 

，， 

中
津
藩
の
民
政
中
特
に
注
目
を
ひ
く
も
の
に
域
外
三
里
の
制
が
あ
る
ο

即
ち
城
下
商
業
を
保
護
す
る
た
め
域
外
三
里
以
内
に
於
い
て
酒
、

酢
、
醤
油
、
油
等
重
要
な
物
資
の
生
産
と
販
売
を
禁
止
し
た
の
は
中
津
入
国
の
翌
年
た
る
享
保
三
年
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
実
は
恐
ら
く
過
去
に
於
け
る
転
封
を
く
り
返
す
聞
に
商
業
の
重
要
さ
を
体
験
し
た
結
果
、
先
ず
商
業
政
策
を
打
ち
出
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
財
政
的
基
盤
確
立
の
為
の
都
市
商
人
層
の
掌
握
、
城
下
商
業
の
保
護
は
更
に
進
め
ら
れ
て
家
屋
売
却
の
制
限
を
厳
に
し
そ
の
譲
渡

は
兄
弟
叔
姪
の
聞
に
限
り
（
天
明
三
年
）
或
い
は
家
質
証
叉
に
は
町
会
所
の
承
認
を
必
要
と
す
る
（
文
政
三
年
）
等
町
人
保
護
の
政
策
は
終
始

変
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

し
か
し
幕
末
に
至
る
ま
で
堅
持
さ
れ
た
こ
の
重
商
主
義
は
概
し
て
成
功
せ
ず
、

必
ず
し
も
武
士
の
生
活
を
保
証
し
な
か
っ
た
の
み
な
ら

ず
、
結
局
は
農
村
の
荒
廃
を
招
く
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
い
て
は
城
下
町
の
衰
微
を
招
く
結
果
と
な
っ
た
。

農
村
の
衰
頚
が
政
治
の
貧
困
に
基
ず
く
も
の
た
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
遠
因
は
貨
幣
経
済
依
存
の
態
度
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

中
津
藩
の
研
究
（
槍
垣
）
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九
0 

福
沢
の
生
活
を
保
証
す
る
筈
で
あ
っ
た
中
津
藩
の
農
村
経
済
は
他
の
諸
藩
と
比
較
し
て
よ
り
顕
著
に
衰
旗
の
有
様
を
示
し
て
い
る
。

重
商
主
義
政
策
は
商
業
の
保
護
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
産
業
の
振
興
を
伴
っ
た
υ

中
に
め
っ
て
影
響
の
大
き
か
っ
た
の
は
宝
膳
年
代
に
始
ま

っ
た
と
思
わ
れ
る
櫨
、
木
蝋
の
採
取
と
文
政
の
頃
か
ら
目
立
っ
て
く
る
新
田
の
開
発
で
あ
っ
た
。

櫨
そ
の
他
の
換
金
作
物
は
農
村
商
業
を
発
展
さ
せ
た
が
そ
の
主
体
は
最
初
か
ら
問
屋
的
性
格
を
持
つ
企
業
家
と
し
て
の
富
農
層
で
、
反
っ
て

農
村
の
分
佑
を
生
ん
だ
こ
と
は
他
の
地
方
に
於
け
る
こ
同
様
で
あ
っ
た
。

抑
圧
さ
れ
つ
つ
も
農
村
商
業
は
発
展
し
た
。
文
佑
年
代
に
入
る
と
在
店
の
発
展
は
特
に
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
小
企
業
家
遥
は
あ
ら
ゆ

る
機
会
を
捕
え
あ
ら
ゆ
る
手
段
と
方
法
と
を
以
て
こ
の
禁
じ
ら
れ
た
職
業
を
発
展
さ
せ
る
。

最
も
容
易
な
最
も
多
く
見
ら
れ
る
在
方
商
業
は
穀
物
の
買
集
め
で
あ
る
。

ー寸

板
場
組
庄
村
六
郎
よ
り
散
米
買
集
方
願
出
、
尤
最
寄
他
領
江
持
出
候
所
、
直
段
先
方
勝
手
ニ
被
致
、
小
前
共
難
渋
之
趣
ニ
而
、
右
六
郎

被
仰
付
候
ハ
〉
一
統
為
筋
ニ
も
可
相
成
ニ
付
直
段
勝
手
ニ
い
た
し
候
も
の
売
弘
メ
可
致
段
被
仰
渡
候
、
克
小
前
皆
済
相
成
候
も
の
計
圧
昼

印
鑑
を
以
運
送
被
仰
付
候
」

農
村
と
雄
ど
も
貨
幣
経
済
と
無
縁
の
も
の
で
は
な
く
後
に
見
る
ご
と
く
麦
作
し
つ
つ
米
納
を
要
求
さ
れ
る
場
合
を
考
え
る
な
ら
ば
小
前
百
姓

の
余
剰
生
産
物
の
売
却
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
嘉
永
の
初
め
香
下
村
の
三
人
の
農
民
が
在
方
商
人
と
し
て
次
第
に
そ
の
地
歩
を
固
め
て
行
く
過
程
を
見
ょ
う
。
（
嘉
永
五
年
四
月
）

ー寸

拝
間
組
香
下
村
之
内
字
松
木
屋
敷
ト
申
所
江
四
五
ヶ
年
以
前
よ
り
出
家
敷
江
左
之
三
人
之
者
揺
出
店
商
売
致
候
処
、
相
応
ニ
利
潤
有
之

身
過
出
来
侯
処
よ
り
申
合
毎
日
六
文
つ
つ
溜
置
二
八
月
に
寄
合
い
た
し
神
酒
等
相
備
家
内
の
も
の
へ
御
園
恩
難
有
忘
却
不
致
様
申
含
メ
溜
霞

候
分
此
節
銀
札
百
五
拾
匁
献
納
い
た
し
度
段
願
出
奇
特
之
事
ニ
付
御
受
相
成
候
上
初
年
之
事
故
先
ツ
御
褒
詞
御
書
付
を
以
被
仰
渡
候

中
津
藩
の
研
究
（
檎
垣
）



大
塚
村
よ
り
出
家

与

士
口

新

よ

り

同

治

平

沖
村
よ
り
同

重

助

香
下
村
内
字
松
木
屋
敷
へ
出
屋
敷
三
人
之
者
与
吉
重
助
寿
平

去
成
年
迄
両
年
為
国
恩
講
溜
銭
百
匁
ツ
ツ
、
献
金
ニ
付
御
褒
詞
出
ル

嘉
永
の
頃
に
は
国
恩
講
と
称
す
る
献
金
の
組
織
が
制
度
佑
し
た
が
在
方
商
業
に
従
事
す
る
者
が
あ
ら
ゆ
る
手
が
か
り
を
求
め
て
既
成
事
実

を
造
り
上
げ
て
行
っ
た
過
程
を
示
す
一
例
で
あ
ろ
う
。

域
外
三
里
の
制
も
次
第
に
動
揺
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
結
果
城
外
二
里
と
な
り
更
に
域
外
一
里
と
追
い
込
ま
れ
て
、
遂
に
は
城
下
六
日
の

関
門
の
自
の
前
に
は
小
商
品
の
市
の
立
つ
も
の
が
あ
り
、
商
品
の
城
下
持
込
み
の
為
の
働
き
か
け
が
絶
え
ず
行
わ
れ
た
。

域
外
二
里
商
売
を
許
す

文
佑
三
年

域
外
一
里
商
売
を
許
す

文
佑
九
年

註

一
在
中
椛
市
中
へ
持
込
侠
趣
ニ
而
市
中
之
室
持
之
も
の
共
難
渋
願
肉
、
右
－
一
付
御
門
外
散
米
買
集
壱
人
米
一
日
弐
斗
つ
つ
都
合
十
人
御
門
人

之
儀
願
出
候
得
共
右
被
付
ニ
而
ハ
入
用
御
門
制
御
不
〆
リ
相
成
侠
間
難
被
仰
付
段
申
達

弘
佑
嘉
永
年
代
に
入
る
と
村
役
人
に
し
て
窮
乏
を
訴
え
る
者
が
相
次
い
で
現
わ
れ
る
。

一寸

下
矢
部
村
庄
屋
久
左
衛
門
兼
而
身
薄
之
も
の
に
て
追
々
高
借
ニ
相
成
捨
置
候
市
ハ
役
儀
も
勤
兼
候
程
ニ
成
り
候
而
拝
借
願
大
庄
屋
よ
り

も
存
念
申
出
候
得
共
、
是
迄
庄
屋
役
右
様
困
窮
等
ニ
而
容
易
ニ
拝
借
可
被
仰
付
義
ニ
ハ
無
之
侯
得
共
、
矢
部
村
之
義
ハ
兼
而
難
村
－
一
而
当

中
津
藩
の
研
究
（
槍
垣
）

九



中
津
藩
の
研
究
（
檎
垣
〉

九

庄
屋
ハ
小
前
気
受
も
宜
し
く
、
其
上
外
々
圧
屋
相
勤
候
程
之
人
当
も
無
之
、
芳
先
年
富
山
圧
屋
江
拝
借
被
仰
付
候
御
振
合
を
以
願
高
之
内

ー「

右

之

通

リ

拝

借

申

達

候

」

（

弘

佑

元

年

三

月

）

北
山
村
正
屋
義
四
郎
身
元
難
渋
ニ
付
拝
借
願
出
、
為
取
調
侯
処
兼
而
株
地
等
無
数
候
処
、
家
内
多
人
数
ニ
而
取
純
難
出
来
候
相
違
無
之

侯
処
、
実
鉢
ニ
而
役
麓
指
入
出
精
相
勤
且
旧
家
之
義
に
も
有
之
村
中
気
受
宜
し
く
是
迄
も
少
々
宛
無
尽
頼
母
子
等
－
一
而
取
扱
之
読
も
有
之

趣
ニ
付
何
も
家
内
多
小
高
故
何
分
難
取
続
処
よ
り
年
季
時
質
受
返
し
候
ハ
ハ
此
後
取
続
方
出
来
可
申
侯
処
持
山
払
侠
ハ
ハ
、
銀
札
五
百
匁

程
ニ
も
可
相
成
ニ
付
拝
借
金
十
両
被
仰
付
候
得
ハ
受
季
出
来
候
趣
申
出
、
且
右
村
方
江
外
ニ
圧
屋
役
相
勤
候
も
の
も
無
之
他
村
よ
り
兼
帯

－
一
而
は
往
々
村
方
不
為
ニ
付
矢
部
村
庄
屋
去
冬
拝
借
被
仰
付
御
振
合
有
之
候
付
左
之
通
リ
何
付
候
様
奉
存
候

地
代
受
金
二
口
〆
拾
三
両
弐
歩
之
内

銀
札
八
百
匁

来
午
暮
よ
り
七
ヶ
年
賦

（
弘
佑
二
年
十
二
月
）

同
一
の
条
件
の
も
と
に
年
寄
も
亦
窮
乏
化
す
る
。

--, 

弘
山
組
左
之
年
寄
共
難
渋
ニ
而
拝
借
願
出
内
調
為
致
候
所
、
去
年
皆
無
作
－
一
而
借
用
之
口
は
返
済
出
来
不
申
侯
付
、
別
ニ
当
年
借
り
出

も
出
来
不
致
、
年
寄
役
相
勤
居
候
得
ハ
御
救
ハ
勿
論
日
雇
稼
も
出
来
兼
、
小
給
－
一
市
近
年
御
仕
組
臨
時
御
用
も
多
ニ
付
左
之
通
リ
拝
借
被

仰
付
候
様
申
達
候

大

小

麦

拾

八

俵

下

敷

田

村

年

寄

兼

助

司

馬

蔵

壱

人

ニ

付

三

俵

宛



中

敷

田

村

同

断

作

兵

衛

謙

吾

下

赤

尾

村

同

断

菅

右

衛

門

広

右

衛

門

〆

六
人
」

先
に
述
べ
た
如
く
人
口
減
少
が
不
断
に
継
い
航
す
る
こ
と
が
常
態
で
あ
る
こ
の
溶
内
で
村
役
人
が
窮
す
る
と
す
れ
ば
、
小
前
は
更
に
よ
り
早
く

没
落
す
る
。
特
に
山
村
部
が
最
も
脆
弱
で
あ
っ
た
。

ー寸

敷
田
村
難
村
御
仕
組
之
内
ニ
も
別
而
中
敷
田
絶
株
多
、
芳
畑
成
田
存
立
被
仰
付
候
、
右
ニ
付
奉
行
衆
御
一
一
統
小
頭
利
八
兵
四
郎
御
仕
組

掛
リ
」

小
前
の
家
株
が
つ
ぶ
れ
る
こ
と
は
農
村
の
機
構
が
崩
壊
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
御
救
仕
組
が
立
案
さ
れ
そ
の
多
く
は
藩
札

の
給
与
、
貸
与
で
あ
る
が
、
当
時
は
役
畜
の
数
が
少
な
か
っ
た
ら
し
く
、
特
に
必
要
を
認
め
た
場
合
に
は
馬
を
給
与
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。

ー「

下
絵
村
寛
政
之
度
明
細
帳
仕
立
之
筋
迄
ハ
三
拾
軒
余
有
之
、
当
時
拾
六
軒
人
高
格
別
相
減
、
弐
拾
石
高
飴
り
地
相
成
、
急
ニ
入
百
姓
難

出
来
、
当
年
ハ
方
角
村
々
江
割
作
い
た
し
組
方
寄
々
ハ
助
米
い
た
し
有
付
候
様
伺
出
、
右
成
行
ニ
市
牛
馬
少
ニ
付
村
方
御
引
立
之
思
付
ニ

而
拝
借
願
出
、
昨
年
三
尾
村
御
振
合
を
以
左
之
通
拝
借
被
仰
付
候

銀

牛

馬

代

本L

τ三三
官ヨ

貫

ム
ノ、

百

匁
但
当
己
年
よ
り
十
ヶ
年
賦
返
納
之
事
」

中
津
藩
は
入
部
聞
も
な
い
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
か
ら
畑
租
を
米
納
に
切
換
え
た
。
乙
の
米
納
の
強
制
が
農
民
に
と
っ
て
如
何
に
重
い

負
担
で
あ
っ
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
、
小
前
自
身
が
米
の
買
入
れ
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

中
津
藩
の
研
究
（
檎
垣
）

九



中
津
藩
の
研
究
（
檎
垣
）

九
四

ー寸

曽
木
組
金
谷
組
両
組
之
義
ハ
畑
広
ニ
而
是
迄
買
納
仕
来
候
処
、
小
前
に
て
買
納
ニ
而
ハ
直
段
も
区
々
有
之
処
よ
り
郡
中
諸
返
納
も
の
右

両
組
ニ
引
受
候
得
者
、
皆
済
も
急
速
埼
明
下
方
為
筋
ニ
相
成
候
得
共
、
組
元
弁
村
々
圧
崖
ニ
而
ハ
内
々
混
雑
い
た
し
、
代
札
取
扱
ニ
自
然

見
損
嫌
ひ
札
等
出
来
、
足
銀
等
ニ
而
迷
惑
之
義
も
有
之
趣
之
処
、
必
前
為
筋
且
ハ
皆
済
引
立
候
処
よ
り
、
石
ニ
付
欠
銀
と
し
て
五
分
宛
組

え
庄
屋
許
江
加
直
段
ニ
而
取
立
方
願
出
尤
之
説
ニ
相
聞
候
ニ
付
、

当
年
之
処
ハ
四
分
八
厘
丈
ケ
仮
相
場
銀
有
之
候
義
ニ
付
右
を
以
相
弁

置
、
翌
年
上
リ
ハ
前
断
之
通
被
仰
付
候
様
申
達
候
」

（
嘉
永
六
年
十
二
月
）

ー寸

首
木
組
金
谷
組
之
義
者
畑
広
之
組
方
ニ
雨
前
々
よ
り
御
年
貢
米
買
納
い
た
し
来
候
処
、
小
前
銘
々
ニ
市
買
納
致
候
得
ハ
失
費
多
直
段
も

引
上
ケ
且
間
々
御
間
違
之
儀
も
出
来
皆
済
も
引
下
り
候
、
芳
近
年
ハ
村
役
人
ニ
而
代
銭
取
立
外
組
之
諸
返
納
米
両
組
江
引
受
代
納
ニ
い
た

し
候
得
ハ
皆
済
も
速
ニ
而
間
違
事
色
出
来
不
致
直
段
も
相
当
ニ
而
小
前
之
為
筋
ニ
相
成
候
所
、
組
元
正
屋
衆
ハ
勘
定
向
混
雑
ニ
而
自
然
嫌

ひ
金
或
者
嫌
札
等
有
之
、
且
ハ
郡
宿
逗
留
中
雑
費
も
有
之
芳
壱
石
ニ
付
壱
匁
宛
加
直
段
取
立
大
庄
屋
元
江
五
分
庄
屋
元
へ
五
分
落
手
い
た

し
度
伺
出
、
吟
味
役
取
・
謝
之
上
申
達
、
同
十
七
日
被
仰
付
候
」

（
嘉
永
七
年
十
二
月
）

か
く
て
農
民
は
常
に
哀
訴
歎
願
を
く
り
返
す
の
で
あ
る
が
、

一
度
限
界
を
越
え
る
時
一
撲
と
な
っ
て
抗
議
す
る
に
至
る
。
文
佑
九
年
の
一
授

は
そ
の
最
大
の
・
も
の
で
あ
っ
た
。

終
り
に
注
目
し
た
い
の
は
必
ず
し
も
悪
条
件
の
も
と
に
在
る
農
民
が
、
逃
散
し
、
農
村
生
活
か
ら
脱
落
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

註

一寸

弘
山
組
下
赤
尾
村
伊
八
良
平
旧
冬
村
中
大
勢
寄
合
御
城
下
江
難
渋
御
救
頗
騒
々
敷
申
出
」

（
岩
永
四
年
）

一「

土
佐
井
村
之
義
小
倉
御
領
入
交
り
之
村
柄
ニ
而
地
味
宜
敷
、
田
畑
ハ
小
倉
御
領
へ
質
入
ニ
相
成
、
悪
地
計
リ
主
附
作
方
致
」

（
嘉
永
六
年
三
月
）

反
っ
て
そ
の
為
に
耕
地
が
担
保
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
更
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
小
倉
領
に
質
入
れ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
善
政
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
他
領
の
財
力
に
よ
っ

土
佐
井
村
は
山
国
川
左
岸
の
肥
沃
な
農
村
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、



て
中
津
領
が
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
幕
末
に
到
っ
て
い
よ
い
よ
激
し
さ
を
加
え
た
政
治
的
貧
困
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

福

沢

百

助

福
沢
諭
吉
が
そ
の
資
質
の
多
く
を
父
百
助
に
享
け
た
こ
と
は
疑
い
は
き
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
先
ず
百
助
の
環
境
と
時
代
的
背
景
と
を
考
察
し

た
い
。
特
に
こ
の
篤
学
の
青
年
が
早
く
か
ら
学
徳
を
慕
っ
て
い
た
備
後
福
山
の
碩
学
菅
茶
山
に
従
学
し
よ
う
と
し
た
切
実
な
希
望
が
許
さ
れ
な

か
っ
た
事
実
が
如
何
な
る
歴
史
に
取
り
固
ま
れ
て
い
る
か
を
見
ょ
う
。

中
津
に
於
け
る
福
沢
家
の
歴
史
は
宝
永
六
年
に
没
し
た
兵
助
に
始
ま
る
。
兵
助
の
孫
友
米
が
は
じ
め
て
奥
平
氏
に
仕
え
た
の
は
明
和
五
年

（
一
七
六
人
）
で
先
ず
七
人
者
仮
役
次
い
で
本
役
に
任
ぜ
ら
れ
、
翌
六
年
六
人
者
と
な
っ
て
い
る
。
六
人
者
七
人
者
は
両
役
と
称
せ
ら
れ
組
外
に

属
し
足
軽
よ
り
も
一
段
階
上
位
に
あ
る
警
察
官
に
当
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
地
位
は
低
く
享
保
五
年
五
月
に
六
七
人
者
の
袴
着
用
を
無
用
と

す
る
法
令
が
出
て
い
る
位
で
あ
っ
た
。

安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
九
月
廿
五
日
の
藩
の
史
料
に
よ
る
と
福
沢
友
兵
衛
、
岡
久
米
蔵
実
母
縁
組
願
の
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
就
職
後
五
年
、

籾
十
一
石
の
扶
持
を
得
る
身
と
な
っ
て
生
活
の
見
通
し
を
持
ち
得
、

つ
つ
ま
し
や
か
に
再
婚
婦
人
を
め
と
ろ
う
と
し
て
い
る
一
人
の
武
士
を
こ

こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

友
米
の
娘
阿
楽
の
養
子
と
な
っ
た
の
は
中
村
須
右
衛
門
の
子
で
あ
る
兵
左
衛
門
で
諭
吉
の
祖
父
た
る
彼
れ
に
関
し
て
は
、
乏
し
い
史
料
の
中

に
寛
政
年
度
年
末
に
当
っ
て
皆
勤
を
賞
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
か
ら
既
に
知
ら
れ
て
い
る
藩
に
提
出
し
た
履
歴
の
示
す
如
く
に
格
動
の
侍
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

兵
左
衛
門
の
子
、
素
質
の
あ
る
好
学
の
青
年
百
助
が
遊
学
願
を
却
下
さ
れ
た
の
は
文
佑
十
一
年
人
月
で
あ
る
が
、

こ
の
前
後
の
落
情
は
秀
才

を
文
学
修
業
の
為
に
他
領
に
送
り
得
る
よ
う
な
状
態
に
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

中
津
藩
の
研
究
（
繕
垣
）

九
五



中
津
務
の
研
究
（
檎
垣
）

九
六

文
佑
九
年
に
は
所
謂
文
佑
の
大
一
授
が
あ
り
、
そ
の
ス
ケ
ー
ル
も
藩
の
枠
を
越
え
、
そ
の
由
っ
て
来
る
処
の
根
も
深
い
の
だ
が
中
津
藩
に
関

し
て
は
七
年
に
始
ま
っ
た
加
免
新
税
が
そ
の
原
因
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
処
で
歴
史
的
に
見
て
も
こ
れ
ら
臨
時
特
別
税
は
常
租
佑

す
る
傾
向
を
た
ど
っ
た
。
筑
前
領
の
「
御
す
志
」
と
称
せ
ら
れ
た
も
の
が
、
恒
常
佑
し
た
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
次
い
で
十
年
に
は
中
津
で

は
陣
道
良
櫓
焼
失
（
五
月
）
江
戸
で
は
中
屋
敷
が
焼
失
（
七
月
）
し
た
。

文
佑
十
一
年
は
家
中
在
宅
の
者
が
目
立
っ
て
多
く
な
っ
た
年
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
よ
り
先
寛
政
六
年
武
士
の
生
活
に
苦
し
れ
U

も

の
多
く
勤
禁
足
の
制
度
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
頃
に
及
ん
で
更
に
武
士
の
疲
幣
が
表
面
佑
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

文
佑
年
代
は
藩
主
昌
高
の
治
世
で
、
前
野
良
沢
時
代
で
あ
り
、
中
津
ハ
ル
マ
刊
行
の
時
代
で
も
あ
る
。
叉
藩
校
進
修
館
の
設
置

（
一
七
九

入
）
も
昌
高
時
代
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
楯
の
半
面
で
あ
っ
て
後
に
見
る
如
く
こ
の
中
津
の
黄
金
時
代
は
決
し
て
額

面
通
り
の
甘
い
も
の
で
な
か
っ
た
こ
4
は
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
学
館
再
興
の
行
わ
れ
た
こ
と
に
も
う
か
が
え
よ
う
。
即
ち
文
佑
九
年
以

前
に
於
い
て
先
き
に
創
設
さ
れ
た
藩
校
は
間
も
な
く
衰
亡
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
面
に
於
い
て
そ
の
頃
好
学
の
風
が
起
り
藩
外
に
学
ぶ
者
が
多
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
国
学
者
渡
辺
重
名
は
宣
長
に
従
学
し
（
天
明
七
年
）

浜
野
覚
蔵
は
長
崎
の
山
本
物
次
郎
に
砲
術
を
学
び
（
寛
政
三
年
）
解
剖
史
に
そ
の
名
を
留
め
た
村
上
玄
水
は
京
都
次
い
で
長
崎
に
学
び
（
寛
政

十
年
以
後
）
叉
後
に
筑
前
定
詰
の
代
官
と
な
っ
た
原
因
多
仲
太
は
文
化
年
代
に
長
崎
に
留
学
し
て
算
学
ぞ
学
び
文
政
元
年
に
は
皆
伝
を
得
て
更

に
麗
奥
を
極
め
る
為
重
ね
て
拝
借
を
願
い
出
て
い
る
如
、
き
事
例
が
あ
る
か
ら
、
百
助
の
希
望
は
必
ず
し
も
無
謀
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ

の
学
聞
が
実
利
的
傾
向
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
と
家
格
の
余
り
に
低
か
っ
た
こ
と
が
、
災
し
て
遂
に
彼
れ
を
し
て
万
筆
の
吏
た
る
べ
く
運
命
付

け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

結

語



慶
応
二
年
の
長
州
再
征
に
当
っ
て
中
津
藩
に
は
四
国
松
山
応
援
の
命
が
下
り
藩
兵
が
宇
佐
に
至
っ
た
時
小
倉
落
成
の
急
報
が
到
着
し
た
。
そ

の
後
の
混
乱
状
態
は
藩
当
局
を
困
惑
せ
し
め
た
の
で
藩
の
動
向
を
決
定
す
る
情
報
を
得
る
為
直
ち
に
大
目
附
奥
平
丈
右
衛
門
を
大
阪
に
派
遣
し

た
。
し
か
し
京
都
の
政
情
を
探
る
方
法
は
殆
ん
ど
な
く
、
大
阪
蔵
屋
敷
に
在
っ
た
肥
後
藩
士
上
田
久
兵
衛
に
依
頼
し
て
辛
う
じ
て
情
報
を
得
、

そ
れ
が
中
津
に
報
告
さ
れ
そ
れ
に
よ
っ
て
藩
の
方
針
が
決
定
さ
れ
六
。

慶
応
三
年
大
政
奉
還
、
翌
年
鳥
羽
伏
見
の
戦
後
は
中
津
藩
も
朝
命
に
よ
っ
て
小
部
隊
を
京
都
に
送
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
十
四
歳
の
藩

主
昌
蓮
は
江
戸
に
在
り
藩
の
進
退
は
容
易
な
ら
ぎ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
新
大
目
附
古
宇
田
与
九
郎
を
京
都
探
偵
方
と
し
て
派
遣
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
古
宇
田
は
京
都
藩
邸
の
留
守
層
藤
野
基
の
助
力
を
得
て
調
査
を
始
め
た
が
、
到
幕
の
大
勢
既
に
決
し
東
征
軍
は
既
に
東
海
道
の
半
ば

に
達
し
て
い
た
こ
と
が
間
も
な
く
判
明
し
の
た
で

「
徳
川
家
へ
の
義
理
は
義
理
と
し
て
当
面
の
急
務
は
十
万
石
の
安
泰
を
計
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
先
ず
藩
主
を
朝
廷
に
伺
候
さ
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
」

と
評
議
一
決
古
宇
田
は
東
海
道
を
早
打
し
、

一
時
三
島
で
官
軍
の
先
鋒
に
抑
留
さ
れ
た
が
、
五
日
目
の
早
朝
江
戸
藩
邸
（
汐
留
上
屋
敷
）
に

入
h

，
、
江
戸
詰
重
役
を
説
得
、
京
都
伺
候
を
決
定
し
た
。

京
都
へ
は
海
路
を
選
び
横
浜
か
ら
神
戸
に
向
う
英
国
汽
船
に
便
乗
大
阪
藩
邸
を
経
て
京
都
妙
心
寺
を
宿
所
と
し
、
直
ち
に
天
機
を
奉
向
し
て

「
徳
川
家
の
巻
、
き
添
へ
」
を
免
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
（
以
上
．
古
宇
田
与
九
郎
の
従
者
磯
村
真
五
郎
の
回
顧
録
に
依
る
。
）

こ
の
微
妙
と
は
言
い
な
が
ら
第
三
者
に
は
割
り
切
れ
ざ
る
印
象
を
与
え
る
藩
是
の
決
定
は
以
上
の
如
、
き
経
過
に
よ
っ
て
生
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
決
定
が
藩
士
に
向
っ
て
示
さ
れ
た
の
は
慶
応
四
年
正
月
廿
一
日
で
そ
の
時
の
情
況
は
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

御
家
中
一
一
統
呼
出
に
て
御
意
被
下
侯

一
統
承
知
之
通
り
家
筋
義

中
津
藩
の
研
究
（
槍
垣
V

九
七



中
津
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檎
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徳
川
之
御
高
恩
難
忘
義
は
申
迄
も
な
い
が
昨
今
之
形
勢
ニ
押
移
り
朝
敵
之
名
を
受
け
而
は
決
而
不
相
成
に
よ
っ
て
勤
王
之
志
を
尽
す
存
念
故

何
れ
も
左
様
相
心
得
勉
励
致
せ
御
取
合

御
家
老
」

以
上
は
藩
主
の
御
意
の
メ
モ
の
一
つ
で
あ
る
が
根
本
的
な
抵
抗
な
し
に
勤
王
に
切
り
換
え
ら
れ
た
藩
論
の
動
向
が
伺
わ
れ
る
。

此
処
に
見
ら
れ
る
も
の
は
唯
々
保
身
の
術
の
み
で
あ
っ
て
、
奥
平
の
藩
政
は
福
沢
の
言
の
如
く

「
至
極
あ
っ
さ
り
し
た
も
の
で
、
諸
藩
は
や
や
一
－
も
す
れ
ば
重
臣
に
腹
を
切
ら
せ
る
と
か
藩
政
改
革
の
斗
争
な
ど
の
た
め
に
血
を
流
す
も
の
が
十

中
八
九
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
中
津
の
藩
中
は
誠
に
静
か
で
人
殺
し
も
何
も
な
か
っ
た
。
人
殺
し
ど
こ
ろ
か
、
人
を
瓢
捗
（
ち
っ
ち
ょ

く
）
し
た
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
」

の
で
あ
り
福
沢
自
身
が
「
私
は
勤
王
佐
幕
な
ど
と
い
う
政
治
論
に
は
少
し
も
関
係
せ
ず
」

と
言
っ
て
い
る
の
と
一
応
規
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
福
沢
と
中
津
藩
と
の
聞
に
は
本
質
的
差
異
が
容
す
る
。
福
沢
と
幕
府
と
の
関
係
は
不
即
不
離
で
あ
り
福
沢
の
立
場
は
調
は
ば
ア
ウ
ト

サ
イ
ダ
ー
の
そ
れ
で
あ
り
得
た
し
、
彼
れ
は
そ
の
識
見
に
よ
っ
て
時
流
に
超
然
た
る
こ
と
を
よ
し
こ
し
た
で
あ
ろ
う
。

藩
の
条
件
は
そ
れ
と
は
異
り
定
見
を
樹
立
す
る
な
く
、
よ
く
風
に
そ
よ
い
だ
葦
が
打
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

維
新
前
後
の
中
津
は
決
し
て
無
風
状
態
と
は
言
い
難
い
が
流
血
の
惨
を
見
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
こ
と
は
藩
の
体
質
的
性
格
に
基
ず
く
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

中
津
は
福
沢
の
忌
俸
な
き
解
説
に
よ
っ
て
今
日
何
人
に
も
知
ら
れ
て
い
る
如
く
既
に
使
命
ぞ
終
っ
た
封
擢
社
会
で
あ
り
、
と
う
の
立
っ
た
十

万
石
で
、

こ
の
命
を
終
え
よ
う
と
す
る
最
後
の
核
か
ら
福
沢
と
云
う
新
し
い
萌
芽
が
分
裂
し
て
滋
潮
と
次
の
世
代
を
生
き
た
と
私
は
見
た
い
。

要
す
る
に
福
沢
と
そ
の
母
胎
で
あ
る
中
津
藩
は
一
時
同
居
し
て
い
た
こ
つ
の
極
で
あ
っ
て
、
密
接
な
紳
に
繋
が
れ
な
が
ら
や
が
て
鮮
や
か
に
分

離
し
て
行
っ
た
姿
は
弁
証
法
に
対
す
る
一
つ
の
素
朴
な
例
証
で
あ
る
。
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The Study on the History of Nakatsu Clan. 

- Fukuzawa Yukichi - . 

by Motoyoshi HIGAKI. 

Nakatsu Clan was a Daimio-.in hereditary vassalage to Tokugawa, 

but easily submited to the new Meiji ··doverninent. It indicates the 

decay of the fudalism, declining heatt'li'bf that organization. 

Even the chief retainer of the Clan fu_1d to supply his living by 

selling the dropping of the doves, nestling ·under the eaves of his 

house, to dyes marchants. So· there: ·were many samurais, engaged 

in various handiworks, beside the main occupation. 

At the back ground of the most able leaders, there was the pole 

of the degenerated, and corrupted environment. 

Therefore, Yukichi was divided as a new nucleus, from the old 

fudalism. 

This article is a research for the significance of the subject. 




